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報道関係者 各位

厚生労働省の組織目標について

1. このたび、厚生労働省の組織目標として「平成22年度 厚生労働省の目標」

及び「局の組織目標 (平成22年 4月 ～9月 )」 を策定したので、公表いたします。
｀

(資料 1及び2)   :

2. 今後、各課室の目標を順次設定いたします。

3.こ れらの組織目標は、今後の省及び各局の組織運営上の目標となるものであり、

職員の人事評価 (業績評価)の 目標設定に当たうても参照されます。    |
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国家.の礎 (い しずえ)である三うの保障は、社会保障と安全保障。
‐  国家の礎の二翼を担う社会保障において、憲法 25条が保障する「健康で

文化的な最低限度の生活」 (ナショナルミ■マム)を全国民に保障する。

いのちを守る政策の柱は、社会保障と雇用政策である。

厚生労働省の分野において、引き続き連立政権合意、,マ ■フ上ス トの実

現に向けた具体策に取り組む。

‐ 1。 あるべき厚生労働省の姿

○生活者の立場に立つ信用される厚生労働省       :

従来の役所文化を変えて、生活者 (利用者)の立場に立っ、信用される

厚生労働行政に変革する。

2.厚生労働省が日:指す目標

〇世界に誇る少子高齢社会の日本モデルを策定しヾ 国民と共有する

目指す社会は、格差が少なく、何歳になうても働きたい男女が働くことが

でき、安心して子どもが産め、地域で健康に長寿を迎えられる等の姿。

(1)政策の方向

①ナショナルミニマムの基準の設定と実現     ′

・「健康で文化的な最低限度の生活」 (ナショナルミニマム)の基準を明

確化し、全国民にナショナルミニマムを保障する。また、格差の縮小に向:     `
けた取り組みを強化する。

②ポジティブ・ウェルジェアの推進    .   f       ′
・「機会の平等」を後押しし、能力を生かしてォキレンジできる環境を整備     :

する。社会保障については、自助を引き出す観点から再定義しt経済成長

、の基盤を作ることを明確にする。. ´              :
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③自助・共助。公助の適切な組合せ            ′

1 3自 助・共助・公助それぞれの考え方の整理と役割分担の明確化を図る。

とりわけ共助については、「新しい公共」の考え方の下、幅広い民の力

を結集する政策を実行する。

④成長戦略の中核としての社会保障の展開 (「未来への投資」)

・社会保障や雇用政策を「未来への投資」と位置付け、医療、介護、:子育  ―

て、新しい職業訓練等の分野で成長戦略につながる政策を立案し実行す   :
る。その際、行政と市場の役割分担を見直し、市場の力を一定のルニルの

下で取り入れる。アジアの成長活力を導入する:

(2)個別政策及び制度改革の方向    ′

①少子高齢社会の日本モデルの構築に向けて、
′‐ ・年金制度改革

・高齢者医療制度改革

・医療・介護一体改革

・障害者制度改革

・第二のセーフティ●ネット整備
お幼保一体化等子育て支援改革
0雇用の「量」の拡大と「質」の向上

等の道筋をっける。          ・

②将来の安心を確保する前提として,特に「消えた年金」問題の対応に注力

し、政府の信頼を回復する:       :

③医療サービス等を安定的に提供する:

・医療従事者等と患者・家族の対話を促進する (国 民会議の設置、医療

メディエータこの推進)。

・予防医療に関する国民的議論を喚起し、合意に基づいた予防接種を推進 (_  `

する。
つ自殺者数を減少させる。    1

④ワ■クライフバランスを確保し、子どもの成長を担う家族の負担を社会    '
全体で分かち合う環境作りに取り組む。

・厚生労働省の男性の育児休暇取得率を10%に引き上げる。

・`子ども貧困率を削減する。



⑤就業率の向上とディーセントヮークの実現に向けて取り組む。
・職業能力開発などにより雇用の安定。就業の促進を図る。恒久的な求職

者支援制度の創設など第二のセニフティネットを整備する:

・労働者派遣制度の見直し、均等・均衡待遇の推進、最低賃金の引き上げ、

労働時間の短縮、労働災害の防止など、働く人の環境整備に努める。
・基金事業、職業劃1練の球職率アシプの数値目標を決める

`

⑥社会保障財源に対する考え方を提示する8,           1
0格差や貧困等の経済損失額を明らかにし、所要財源への理解を得る。
・今後の社会保障財源の確保に関して、関連する税制、保険料等の在り方

も含め一定の考え方を提示する:その際、社会保障の所得再分配機能を
'強化することにも配慮する。         、

3:政策実現及び業務遂行の考え方                  
｀

(1)コ スト意識・ムダ削除の徹底   ■

○コス ト:意 識を向上させ、無駄遣いや過剰給付を不断に見直す恒常的

取組みを組織に埋め込む。1天下り団体や事業等への評価を徹底させ、必要

性の低いものは廃止する。併せて給付と負担の明確化と透明化を図る。

(2)国 民の意識・実態の把握による国民との意識共有、あるべき国民合意
プロセスの確立

O制度改革、政策実施等における国民との適切な合意形成を実現するた

め、、国民調査・アンケート等のあるがきプロセスを確立する。
○国民の悩みをどこまで社会で共有するか(国民の意識と実態を把握して

不断の改廃を実施し、必要に応じて新しい政策を提言する。

(例 )かつては親の介護は、子どもの役割で個人の悩みだつたが、これを

介護保険という形で社会が共有する問題とした8

(3)利用者満足度指標の作成による満足度向上

○利用者満足度指標を作り、:で きるだけコス トをかけずに満足度やサ■ビス

の向上を実現する。ヽ
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(4)各局各課の組織目標において、できる限り目標を数値化し、達成への道

筋を付ける。           |      _
(注)既に策定済みの数値目標例 :.「消えた年金」対策、子ども・子育てビ

ジョン、介護職員の処遇改善、介護施設の整備計画、国産ワクチン製造      =
体制、が,ん検診率等

(5)規制改革の推進    ヽ|  :
○最低限度の規制やナショナルミニマムの観点から規制を検証し、必要な

規制改革を実施する。資格ごとに規定される業務に関する規制改革を必要

に応じて推進する。

(6)地方分権の推進               ′  .  ・
_

○ナショナルミニマムの保障を前提に、国と地方の役割分担を必要に応じて
' 再構築する。

4.組織力強化の取り組み       '

(1)人材の育成。評価:登用等に関する新しい人事システムの構築

○次代の厚生労働行政を担う人物像を明確にし、育成。評価・登用 (抜櫂人事)

等、前例にとらわれない新しい人事システムを構築する。各部署単位で

`も 人材育成。健康管理・チームカ向上。モラル向上により注力する。

(2)省からの「騎 り」の下掃                    :    
｀

○実態を把握 していなければ、一見どんな立派に見えるビジョンも政策も

机上の空論になつてしまう。現状把握にとって最も障害になるものが「騎.

り」であることを認識し、その一掃を図るための取り組みを知恵を出し合

つて実施する。

*「騎り」は、事実を見る目を曇らせるざ          「

*「騎り」は、現場に運ぶ足を重くする。               キ

*「騎り」は、批判を聞く耳を塞ぐ。

*「騎り」は、全体像を■Eし く想像する思考を鈍らせる。

(3)省 に不足する7つの能力の向上

①実態把握能力

○既存の統計は正しく実態を反映しているのか。先進国と比較して日本の
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置かれた状況を正確に把握しているか。現場によく足を運んでいるか6

現実にどのような政策が求められているのか。声なき声を想像して聞く

′力があるか。       1

②コスト意識,ム ダ排除能力

○童ス ト意識を常に持ち、ムダ排除に努めているか。コストは上げずにサ
こビスを向上させる工夫がなされているか。制度の中に潜むムダにつ

いてもメスを入れているか。天下り団体、事業等にあるムダを常にチ

ェックできる恒常的システムがあるか
`

③平ミュニケ‐シヨン能力

○国民や地方自治体等への通知やお知らせ等が、誰が読んでも分かりやす
い表現となつているか。的確にポイントを伝えることができてぃるか。

負担と給付関係が分かりやすく示され、正確に国民に理解されているか。

厚生労働行政が分かりやすく国民に説明されているか。

④情報公開能力

○国民のいのちや財産に影響を与える情報や不祥事について、指摘される

前に速やかに公表しているか。

, (例 )セ わヽゆる「消えた年金」は、50年前から省内で指摘されていた。

⑤制度・業務改善能力 (ア フターサービスの考え方)

○寄せられた苦情等を反映させ、制度。業務を不断に見直しているか。生

活者 (利用者)の立場に立つ制度。業務になっているか。制度等の使い勝
手について現場の声を聞き、自ら検証しているか。国民との接点の中でサ
ービス精神の向上に努めているか。

⑥政策マーケテイング・検証能力           `
○新しい制度や政策を実施する前に、徹底した事前調査、マーケティングを

実施し、予めニーズや影響を詳細に分析しているか。国民の理解を得られ

ない制度や政策が事前に是正される仕組みがあるか。

○実施された政策がどのような費用効果を上げているか、正確に検証でき

るか。「見える化」を浸透させ、できる限り分かり易い数値目標やそれに

対する達成率を明示して誰もが政策を検証できるようになつているか。
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○新しぃ制度が生活者 (利用者)の立場に立つたものになっているか::
::以下の10原則に沿らているか。 、:

・0生活者 (利用者)の立場に立う制度か '      
「

   :
・公平・公正な制度か          「    ■ : 一

・́:安心0安全な制度か
`         

■・

・透明性・説明責任が確保されている割度か           。
ざシンプルな (簡明で分かり易い)制度か   i・
・コストパァフォ,マンス (費用対効果)に優れた制度か

・無駄の出にくい制度か            -       1
・ 0不月魔申し立て機能が充実している制度か :

‐最低限の保障機能が充実している制度か

・財涼の裏付け等持続可能な制度か        :       I

⑦新政策立案能力:`    
｀

〇いかにして前例や既成概念にとらわれず、新しい大胆な発想で、国民の

ための新政策を立案するか。

以上
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資料2

局の組織目標
(平成22年4月 ん9月 )
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大臣官房のミッシヨン :

大臣官房の組織目標

指示等に基づき、省の運営が的確に行われるよう、省内の総合調整を行い、
得て、省が国民から信頼されるような体制を構築すること

【今期 (平成22年4月 ～9月 の半期)の組織目標】
内 容 推 進 す る上 で の 櫻 顕 備 看

1

期限 (本年夏までに  )  数値目標 (  ―   )

【人事管理、人材育成、働く環境の整備】
,人事管理の基本となる人事ET価 のあり方や人材育成について、人事評価検討プロジェクトチーム
における3180を踏まえ:ホ年夏までに改善方策をとりまとめ、制度官庁への提言や次期集績87価 、
予算要求等に反映させる。

・人事解価の結果や組織目標の遺成状況、職員本人あ希望などを踏まえた人事異動を定期興勁期
に行うとともに、定年まで働ける体制の整備や職員の働きやすい暉境づくりを引き続き推進する。

・制度官庁(人事院・総務省)

との調整、所要の予算の
確保、幹部人事の内閣
―元化を内容とする国家
公務員法改正法案等の
動向

2

期限
甥 期 案塁看層号

動
数値目標00法案 )

・
理 剛 穂 喘 指 縫 灘 鷺 脚 島 ξ甑 撃 箭 L整訴 留 調雰8署

ヽ

調整や省の方針の周知などを的確に行う。また、正確な法令が公布されるようにするための審査
その他の法令関係事務を、迅速かつ的確に行う。

,提出法案に対する与野党の
スタンス、国会審議の状況

3

期限(3月 末までに   )  敷饉日標(来年度概算要求、フト ム決定後に設定)

【概算要求とりまとめ、無駄のない予算IA行】
・7兆円以上の増加が見込まれる平成23年度の厚生労働省予算に関し、省内事業仕分け、行政
事業レビュー等を通して、既存予算を徹底して見直し、それを路まえて8月 末に所要の概算要求
を行う。あわせて予算監視・効率化チームt公共鵬違委員会による書饉等を通じ、効率的で無駄
のない予算機行を行う。

・来年度概算要求フレーム
の動向      .

4

明限 (4月 、5月 、6月 )   数 値 目標 (  ―   )

1諸外国の情報収集及び情IE発信、国際協力】
本年4月 のG20雇 用労働大臣会合、5月のWHO総会、6月 の:LO総会などに準備段階から積極
的に関与し、我が国の雇用政策や保健医療政策を会合の成果に盛り込むなど.社会保障・
雇用政策分野に関する諸外国の情4EIR集や我が国の信IE発信及び国際協力を行う.

・各国政府や国際機関との
調整

5

朝限 (9月 末 までに )    数値 目標 (  ―   )

1厚生労働科学研究.健康危機管理対策】
厚生労働科学分野の研究成果(21年度分)に ついて、研究成果を9月 末まてに国民に公表する
とともに、国民と研究者の双方向の対話が可能な発表の場の新設について検atを進め、9月末
までに方向性を得る。また、健康危機管理体制に万全を期するため、官邸と連携した連絡鋼練
(毎 月実施)寄 を開催する。

・関係部局の事務処理体制
の確保

6

期限(4月 中、7月  )   数値目標(  ―   )

【広ll体 制の整備】
・7月 にコミュニケーション支援室(仮称)を発足させ、国民向けの′`ンフレット寄について専門象の

目によるチェック及び修正を行うことにより、国民に分かりやすい情ln提供を行う.

・4月 中に各部局にコミュニケーシヨン戦略シートを作成させ、その活用を通して、幹都・職員の
広IRttltの醸成と広ln活助の徹底を図る。

・ 厚生労働行政モニターの意見等を踏まえ、更に国民に分かりやすいホームベージとなるよう.

本年夏までに専門家の知見を踏まえたデザインの見直し等に猜手する。

・所要の予算や人材の確保

【人材育成 及 び 7つ の 能 力 向上 の ため の

内 容 備 考

人材育成・組織活
性化

。人事評価検討プロジェクトチームにおける議論を踏まえ、本年夏までに、あるべき人材像や人材育成についての
改善方策をとりまとめ、所要の予算要求を行うとともに、制度官庁(人事院・総務省)など関係者との協議を開始
する。(再掲)

・人事評価検討プロジェクトチームメンバーによる幹部、一般職員の研修を本年夏までに実施する。

美態把握能力
・各局における実態把握能力等の向上を支援するため、4月 中を目途に、実態把握、制度改善・新政策立案等を

テーマにした幹部研修を実施する。

コスト意識・ムダ排
除能力

・省内事業仕分け、行政事業レビュー等を通じて、厚生労働省の既存予算を徹底して見直し、それを踏まえて8月
末に所長の概算要求を行う。あわせて予算監視・効率化チーム、公共調達委員会による審議等を通じ、効率的
で無駄のない予算執行を行う。(再掲)

コミュニケーション
能力

7月 にコミュニケーション支援室〈仮称)を発足させ、国民向けのバンフレット等について専門家の日によるチェック
及び修正を行うことにより、国民に分かりやすい情報提供を行う。(再掲)

4月 中に各部局にコミュニケーション戦略シートを作成させ、その活用を通じて、幹部・職員の広報意識の醸成と
広報活動の徹底を図る。(再掲)

厚生労働行政モニターの意見等を踏まえ、更に国民に分かりやすいホーム

^―
ジとなるよう、本年夏までに

専門家の知見を踏まえたデザインの見直し等に着手する。(再掲 )

職員のコミユニケーション能力を向上させるため、本年1月 に実施した幹部職員研修 (国 民とのコミュニケーショシ)

を踏まえたコミュニケーション研修を本年度から課長補佐以下にも実施する。

清報公開能力

各局における情報公開の前提となる文書管理が適切に行われるよう、5月 に文書整理週間中に集中的に整理を
実施する。これによつて明らかになった文書管理上の問題点について7月 までに改善を図り、行政文書ファイル
管理簿を更新し、厚生労働省が保有する行政文書ファイルを明確にするとともに、積極的な情報公開に向けて
情報公開基準に沿つた運用について各局に指導を行う。

制度。業務改善能
力(アフタ=サービ
スの考え方)

、各局における制度・業務改善能力(アフターサービスの考え方)等の向上を支援するため、4月 中を目途に、
実態1巴握、市1度改善。新政策立案等をテーマにした幹部研修を実施する。
省内各局に業務改善のためのチームを4月中を目途に設けるとともに、省内の業務改善の取組を毎週公表する。
厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声Jを政策改善につなげるため、その集計結果とその時点での対応を、
毎週公表する。

政策マーケティン
ブ・検証能カ

・各局における政策マーケティング・検証能力等の向上を支援するため、4月 中を目途に、実態把握、制度改善・
新政策立案等をテーマにした幹部研修を実施する。

訴政策立案能力
各局における新政策立案能力等の向上を支援するため、4月 中を目途に、実態把握、制度改善,新政策立案等
をテ,マにした幹部研修を実施する。



医政局のミッション :

医政局の組織目標

皆様への質の高い医療サービスの提供

【今期 (平成22年4月 ～9月 の半期)の組織目標】
｀

因 容 推 進 す る上 で の 晨 顕 備 考

1

期限(  9月 まで  ) 数値目標(   ―   )
:医師確保対策の推進等】

豊翠
け■ 関係者からの,見聴取や

1論
をれ 111鵠 柵

関係者との調整
与野党の制度改正へのスタンス
必要な財源の確保

2

期限(  9月 まで  ) 数値目標(   ―   )
【医師不足の実態把握】
。医師確保の日相を明確化するため、都道府県を通じて地域の医師不足
の実態を把握する。4月 までに魯道府県へ調査方法等を説明し、6月 まで
に調査を行い、9月 までに出査糧要をとりまとめ、公表する。

・調査方法の確立   ′
(約9千か所の病院が対象)

・調査体制の確保(国、都道府県)

・必要医師数の指標の整理

3

期限(  9月 まで  ) 数値目標(   ―   )
【特定看肛師(仮称)制度の導入】

蝠 脚 瞭総 、管]勤踊 駕躍b
調彗に着手するとともに、9月までに実態調査の結果をとりまとめる。

。実態調査の調査方法やモデル事業の
枠組みの確立
。有臓者など関係者との連携

4

期限(  8月 まで   ) 数値目標(   ―   )
【医療対話仲介者の推進】

M、 理当斯紫 1盟翻肝躍野2鶴
者、実践者からの意見聴取等により実態を把握、整理する。

・医療対話仲介者 (メディエーター)の役
割の整理
・関係者との調整

5

期限(  6月 まで  ) 数値目標(  _―    )
【医薬品・医療機器の研究開発の促進】
・画期的な医薬品:医療機器の研究開発を促進するため、研究費の集中投
入、治験環境の整備等の支援策を、6月 にとりまとめ予定の新成長戦略に
位置付ける。

・関係者からの意見聴取による問題点
の把握
・予算措置など必要な対応に向けた闘
係省庁等との調整

6

期限(  3月 まで   ) 数値目標(   ―   )
【執行率が低い予算事業の見直し】
・平成21年度の執行率が50%以下の事業(平成22年度予算額が1億円
以上の事業)について、都道府県からの意見聴取等により速やかに原因分
析を行い、その結果を、8月 にとりまとめる平成23年度予算概算要求に反
映させる。

・都道府県など関係者との連携
・意見の収集方法

7

期限(  3月 まで   ) 数値目標(   ―   )
【新規予算事業の検討】

雛
「

盟 糊 謝 胤 t暑翌 L朧 星鮪 催 犠 製
8月 にとりまとめる平成23年度予算概算要求に反映させる。

・都道府県など関係者との連携
・意見の収集方法

8

期限 (  9月 まで   ) 数値 目標(  1時間   )
【退庁時間の改善】
・平成22年度 (9月まで)の 退庁時間を平成21年度同時期より1時間早め
るため、4月 に各課総括捕佐を中心とした改善チームを設置し、業務改善
などの具体的取組方策について検討を行い.随時実施する。

・予算業務t国会業務、制度改正等の
業務負担との関係

人材育成等及びフつの能力向上のための取り組み】
内 容 備 考

人材育成・組織活
性化

局内の着手職員を中心に、病院等の現場視察や意見交換等を積極的に実施する。
外部から有識者を招いての勉強会等を積極的に開催し、課の所掌にかかわらず局内全課に参加を促す。

実態IE握能力
朦 予巫 滲

1甜b留曹署窪ぜ野覇署聖ち品晶属爵鵬 三1瞥曇1%調査

楓腱:副着L嘉」F恵貢吾絆
)にっ

|ヽ下
そ`の推自押け、

望
ま」こ、有繊言、実践者

からの意見聴取等によ
:平成23年度予算概算要求に向けて、速やかに執行率が低い事業の原因分析等を行う。(再掲)

コスト意識・ムダ排
除能力

・平成21年度の執行率が50%以下の事業(平成22年度予算額が1億円以上の事業)についての原因分析や、平
成23年度新規事業についての実態把握を速や力ヽ こ行い、その結果を、8月 にとりまとめる平成23年度予算概算要
求に反映させる。(再掲)

コミュニケーション
指カ

・自治体等への通知や記者発表資料の作成、ホームペ=ジヘの掲載等に当たり、誰が読んでも分かりやすい表現
となっているか、的確にポイントを伝えることができてぃるかなどを常に心がける。
・医師不足の実態把握のための調査を実施するに当たりヽ 4月 には都道府県に対して調査方法等についその説明
会を開催するとともに、9月 にとりまとめて公表する調査概要を、分かりやすいものとなるよう工夫する。(再掲)

青報公開能力
・重要な資料を公表したり、重要な通知を発出した場合、速や力Чこホームベージに掲載する。
・地域の医師不足の実態を把握するため、6月 までに調査を行い、9月 までに調査概要をとりまとめ、公表する。(再
掲)

卜J度・業務改善能
力(アフターサービ
スの考え方)

・医師確保対策の推進や医療提供体制の機能強化を図るため、次期制度改正に向けて、関係者からの意見聴取や

鵡諄晟:準潔葛F撮婆棗2昔腎亀鶴 駄行率が低い事業の原因分析を行う。(再掲)

政策マーケティン
メ・検証能力

け 、まざ聖零惟島踊調斑聾讐警碧91普翻
ヒを甲るため、期彎PAIEに向けて、関購からの意赫

滉 緊 麦 ワ鰹 勢型 鷹畠討
入に

字
け、6月 までこモ

Tル
事業・実態調査に着手するとと叡こ、9月 まマ壌 態調査

(番霜,3年
度新規事業について、都道府県、関係

甲
体等からのニニズ調

書
等により、速やかに実態把握を行う。

新政策立案能力

,既存の経割りにとらわれず、以下のとおり局横断的な取組を進める。
①保険局、老健局との医療・介証改革調整会議の開催等
②老健局、社会・援証局と連携した介肛職員等の医療行為についての検at



健康局のミッション:

健康局の組織目標

づくり、疾病予防みび疾病管理によつて、国民の健康を確保し.疾病に起因する国民や社会人の負荷を軽減
ての良好な生活環境を確保

施策により、個人の00しの低下を防止し、個人が能力を発揮できる社会づくりに貢献

【今期(平成22年 4月 ～9月 の半期)の組織目標】

1

期限(  9月 まで   )    数値 目標 (  ―   )

【念性疾0(感簗症等)の予防】
新型インフルエンザ(HlNl)の 再籠行にnえる。このため、今回会に提出した予防|1租法等
改正法案の成立・施行に万全を

'1す

とともに,新登インフルエンザ対策鯰話会議において今般
の対策を2倍し今後の対策に活用する。
内閣官房が中心で進めるH5Nl対 策の再構築に対応して庫生労lll●の対策を見Eす .

厚生科学審饉会予防|lll部 会において予防l111法 複ホ見肛しの饉綸を行うとともに、予防:|

11の■要性についての国民の理解を回る。

.新 型インフルエンザ対策総括会31のまとめのための幅
広い関係者からの

=見
“

取.

・地方公共団体をはじめとした関係者との鯛壺、■騰・協
力の確保.

.必 口な財■の確保.

予防医■のIE要 性等についての国民的饉論の嗅掟 .

.抜本見Eしや予防llllに工等のために必要な人的・組
は的体鶴の強 iヒ .

析型インフルエンザ対策につ

.ヽては、|1係省庁・省内関係

部局と連携して実施

2

期限(  9月 まで   )    数値 日標 (  ―    )

【慢性疾0(生活習慣Я等)の予防】
生活習慣窮予防の費用対効果について検饉を行うこととし、その一口として.各地域における
よ現IEEのために51地観察を行う。
・●含的ながん対策の観点から.がん予防、検お準の向上.がんE薇の0てん

`ヒ

の促進等を回
る.

たばこ対氣として、健II局長通知発出後の■勁嗅燿の状況について31よをに饉する。
・1嘔 曖と朝食橿取の関係など、11々 な生活習Inのロユ性について倫ta収工を行う。

・健康づくりのあり方は国民の多様なライフスタ
イルに合わせたものとすることが必要である
が、どのように国民に働きかけるか。
・企業や地方公共団体の協力をどのように得
るか。

ヒばこ対策については、安全
●生部における職場の受勁
喫煙対策とも連携して実施

3

明限(  9月まで  )    数値目標(  ―   )

疾飼FF哩等】
肝炎対策基本臓におづき.肝炎対策の総合的な権tを図るため、肝炎対策甚ホ指針の策定
こ向け、肝 炎対策性遣協34会に

改正腱‖

検討チーム

仮格)Jを投
=し

、医療費助蔵や研究のあり方を含めた新たなlt治性疾↓対策のあり方につい
〔検討を行う。

・疾病の治療の促進のために必要な予算の確
保.

・幅広い課題や、患者・感業者の方々はじめ関
係者の方々の様々なご意見をどのように肝炎
対策基本指針に反映するか。
・省内横断的な施策の検討をどのように進める
か 。

4

期限(  9月まで  )     数値目標(3000件程度 )

〔』■の方々 等への支撮】
原孤症2定については.中 麟されている方々の高齢化キの状■にEみ .3000件 程度の■分
を行うとともに、顕燿に認定ふ口薔陰籠告のための基金の口切な運用を回る.

■綱翡者の生活支援としては、掟栞から実施されている腱衝■■■居宅生活支饉■スに引き
晩き取り組むとともに、今後、内lll府 に設置されたIIが い●‖底改革にEttllや 侑内に鮫置さ
れる「新たな鷺.1絵疾理対策の在り方検討チーム (仮 称)Jこおける饉論を路まえ対応する.

・支援のために必要な予算の確保 .

・(原爆症認定について)原子爆弾被饉者医療
分科会の迅速な審査体制の確保。

5

期限(  9月まで  )    数値目標( 50件以上 )

【良好な生活口攪のm保】
・生活|,生関係営来について、支 l■ 策等の検討を進めるため.ス 界ヒアリング等を行い、■伏と
癬題についてに目する。
・水■●来の0切な運営を回る観点から.:地域水道ビジョンJを50件以上策定・見直していた
だくとともに、水道]“ 来の海外展:Illlこ 向けた準備を行う。
水道

｀
トスにおける口,Iin助 において.耐蒸化及び老15鷲■新について■点1じ 方策を検‖す

る.

・生活衛生関係営業の振興を図るための予算
の早期執行及び日本政策金融公庫に対する

指導。
・地域水道ビジョンを策定する水道事業者の協

力の確保 .

人材育成等刃び7つの 上のため 】

内 容 僑 者

人材育成・組織活
■化

現行の健康局の定員について(人材育成・組織活性化の観点から見直しを行い、8月 末の平成23年度概算要求及び組織
t員 要求に反映させる。

健康局の職員について、以下の7つの能力を向上させるための研修等を行う。

案態把握 1ヒ カ

生活習慣痛予防の費用対効果について検証を行うこととし、その一Цとして、各地域における状況把握のために現地視察を行う。(再

6)
たばこ対策として.受勁喫煙防止に関する健康局長通知の趣旨の徹底を図る観点から、受助喫煙の実鵬を把颯し、結果を発表する。
再掲)

生活衛生関係営業について、支援策等の検討を進めるため、業界ヒアリング書を行い、現状と凛題について8月 までにlE壼する。(再

B)

がん対策の推進に資するため .がん対策推進協:1会 等において.が ん患者の方 再幅 )

コスト意I●・ムダ排
除能力

・ムダ排除の観点から、予算事業について不用額の圧縮をはじめとした徹底的な見直しを行い、8月 末の平成23年度予算機
算要求に反映させる。
.r水 道事業の費用対効果分析マニュアル」を見直し、水道施設整備に係る事業評価のレベルを向上させ.地方公共団体の
施設整備の効率向上を図る。

コミュニケーション
陀カ

4月 からFL充 された肝炎医療費助威制度について、様々な手段を活用して国民の皆様への周知を回る。
7月 から施行される改正機器移植法の円滑な施行のため、国民の皆様に改正法の趣旨をわかりやすく周知する。(再掲 )

日本の水道技術について.9月 までに英83版の説明資料を作成し、海外に向かつて紹介できるようにする。(再 掲 )

情報公開能力
予防接種法抜本見直しの議論、肝炎対策基本法に基づく肝炎対策基本指針の策定に向けた肝炎対策推進協8薔会の議論
車について、随時、通切な情報公開を図る。(再掲)

同度・業務改善籠
力(アフターサービ
スの考え方)

,原爆症認定については、申請されている方々の高齢化等の状況に鑑み、9月 までに3000件程度の処分を行う。(再掲)

駐策マニケティン

ア・検証能力

生活習慣病対策は、医療適正化のための施策の一つに位置付けられており、医療ft壼正化計口においては、メタポリックシンドロー
該ヽ当者及び予哺群の減少等の目相を掲げているところ、医療費適正化計国について、平成22年 度に中間評価を行うこととなつてい

5が、その中間評価に協力する。(再 IB)

7月 から可能となる子どもの腱器移植に関し、臓器提供施設となりうる医療施設について、実地の調査を含む現状把握を行う。(再 掲)

析政策立案能力

・予防接種事業をめぐる新たな動きに対応して、予防機種法抜本見直しの議綸を行う。(再掲)

・難病対策については、長浜日1大臣をトップとする「新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム(仮称)」 を設置し.医療費助
成や研究のあり方を含めた新たな雛治性疾患対策のあり方について検討を行う。(再掲)

梅 鷹蹴籠警ξ括♂鰐瞥増構需3臨 倉菫L亡I:紺師譜駆謂留諦轟騒成F
いても調査を行う。                            .



医薬食品局のミッション:

医薬食品局の組織目標

誦租鵠鴨 黒購∬露翻
費.有効性及び安全性0●保・

その他の自触襲編の安定的な供給の確保
の増■.改 薔及び口螢
つ発生の防止

【今期(平成22年4月 ～9月 の半期)の組織目標】
肉 思 4E看

1

期瞑(22年度前半 )       飲饉目41(  ―  )

【薬書再発防止に向けた医薬品行政の見直し】
。「薬害肝炎事件の検肛及び再発防止のための医薬品行政の

た部躍驚鵞舗幣朧 a表
し、薬書再発防止

・固係者の意見を聞くことが必要.

・予算・組織(人員)要求において認め
られることが必要.

2

朝限(22年度)          数値目標(※ ,

I新医薬品等の承認審査の迅速化】
PMDAと連携し、平成16年4月 1日 以降に申請された新医薬品
や新医療機器(優先審査品目。通常品日))に係る総審査期間
(中央値)について、遠威する。

※目標は、それぞれ以下のとおり。
・新医薬品 優先審査品日 10か月 通常品目 16か月
・新医療機器 優先審査品目 16か月 通常品日 21か月

各種ガイドラインの作成
審査員の質の向上
「事前評価相談制度」の実施枠
の拡大(新饉薬品)、 導入(新医農
機暑)

治験相諫等の円滑な実施

3

朝限 (5月まで)          歎饉 目標 (   ―   )

医療上の必要性の高い未承認栗・適応外藁の早期提供】
「医療上の必要性の高い未承認藁・週応外薬検討会81」において、医療
上の必要性の検討を行い第 1回 目の開発要80を行う

`

く多 考>
「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外藁検8f会饉」において.

第1回 目の開発要80を行つた品目に係う公知申請等の妥当性の梓価
を6ヶ月以内 (11月まで)に行う。

・検討会饉及び専門作業班(WG)
の円滑な運営

4

期限(①6月 末、②9月末 )    数値目標(  ―  )

【人材教育研修の実施】
・新規採用者しくは異動となつた職員に対し、薬害の歴史、危機
管理事務、文書管理や倫理規程などの研修を実施する。

・局職員(食品保健部を除く。)全 員を対彙に薬害に対する認瞼
を深めるためのII演を実施する。

5

期限(22年度前半 )      数値目標〈  ―  )

【新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備事業の実施】
・全国民分の新型インフルエンザワクチンを約半年で生産可能な
体制を平成26年度を目途に整備するため、まずはパイロットプラ
ント整備事業について、評価委員会の評価を踏まえ6月 までに
助成対象の選定を行う。

適正なET価委員の選定。
評価委員会において、適正な助成
先を選定してもらう。
基金管理団体の厳密な管理.

6

数値 目標 (アンケーHこよる参加者の理
期限 (22年度前半 )

解度 75%以上 )

【リスクコミュニケーションの推進】
・食品の安全に関するリスクコミュニケーションを推進するため、
意見交換会を開催し、食品の安全に関する国民の理解を深
める。

・多加者の理解を促進する説明の

方法 (資料の改善など)

7

細 唸2年帥 判     勢露 獅
タリング検査

w4

【輸入食品監視の実施】
・輸入食品監視指導1+回の斎実な実施

人材 育成等及び7 】
内 容

人材育成・組織活
性1ヒ

新規採用若しくは異動となつた職員に対し、薬害の歴史、危機管理事務、文書管理や倫理規程など
の研修を実施する。(6月 実施予定)(再掲)

技術系(薬系)着手職員を対彙に、現場を体験させる保健所研修を実施する。(10月 ～11月 日途)

医薬品総合機構(PMDA)が実施する審査・安全に係る専門分野等の研修に参加する。(随時)

実態把握能 力

局職員(食品安全部を除く。)全 員を対象に薬害に対する認Itを深めるための購演を実施する。
(9月 日途)(再掲)

食品安全部内職員による検疫所等の現場視栞を行う。(7月 日途)

現場の病院薬剤師などから話を聴く機会をつくる。(9月 日途)

コスト意臓・ムダ1非

除能力

人事評価において、コスト削減に関する目標を設定させる。(随時)

コスト意線を持って、効率的な業務を進めるよう指導する。(随時)

局内着手で構成される委員会を設置し、検討を行う。(4月 日途設置)

コミュニケーション
能力

外部の31師を招聘して、研修を行う。(9月 日途)

PMDAのお薬相談室のベテラン職員の講話を聞く(9月 日途)

知案など、一般的にわかりやすい表現が使用されているか、着手職員がチiックする。(随時)

情報公開能力

・医薬品の安全に関する報道発表などの業務を着手職員も経験することにより、情報公開の重要性を
学習する。(随時)

・食品の安全に関するリスクコミュニケーションなど,業務を体験することにより,情IE公 開の重要性を
学習する。(随時)

制度・業務改善能
力(アフターサービ
スの考え方)

・局内着手で構成される委員会を設置し、検討を行う。
(4月 日途設置)

・若手職員を対彙に
'MDA職

員、都道府県職員との話し合いの場を設ける。(9月 日途〕

政策マーケティン
グ・検証能力

・局内着手で構成される委員会を設置し、検討を行う
`(4月 日途設置)

断政策立案能力
・日々、部下を育てることを業務の一つと認臓しt政策立案能力の育成に当たる。(随時)

・年間を通じて官房人事課等から募集される研修の機会を活用し、積極的に研修多加させる。(随時)



労働基準局のミッション :

労働基準局の組織目標

人が安心して快適に働くことができる環境を整備すること

【今期(平成22年 4月 ～9月 の半期)の組織目標】
内容 澤 罹 す る 上 で の 震 顕 備 考

1

期限(9月 まで    )  数値日標(  ―   )
【最低賃金の引上げ】
・雇用戦略対話等において、最低賃金引上げの中長期的な基本方針を検討した上で、中
央最低賃金審議会においてt平成22年度の地域別最低賃金について、適切な引上げの
審議を行う。
・最低賃金引上げの課題等の調査を行い、当該調査を踏まえ、平成23年度予算の概算
要求を行う。

1労使との調整
:中小企業庁はじめ産業所管
官庁との連携
・必要な予算の確保

成長戦略において、2020
年までの目標を設定する
予定

2

期限(9月 まで    )  数値目標(  ―   )
【有期労働契約法制の見直し】
・有期労働契約研究会の最終報告を夏頃までにまとめて、その結果を労働政策審議会に
報告する。

・労使との調整

3

期限(8月 まで    )  数値目標(団体訪問30カ 所)

【仕事と生活の調和の推進】
。年次有給休暇の取得促進に向けて改正した「労働時間等見直しガイドラインJについて、
5月 末までに経済団体等を訪問して周知を行うとともに、仕事と生活の調和施策につい
て、昨年の事業仕分けを踏まえ、局内で考え方をまとめて概算要求を行う。

・経済団体等の協力
・必要な予算の確保

成長戦略において、2020
年までの目標を設定する
予定

4

期限(9月 まで    )  数値目標(  ―  )
【受動喫煙防止対策】
・受動喫煙の防止対策について、5月 までに検討会の報告をまとめ、その検討結果を踏ま
え、労働政策審議会において議論を開始する。

・労使、業界との調整
・関係省庁との調整
・必要な予算の確保

成長戦略において、2020
年までの目標を設定する
予定

5

期限(9月 まで    )  数値目標(  ―  )
【職場のメンタルヘルス対策】
。メンタルベルス対策について、定期健康診断においてメンタルヘルス不調者を把握する
方法、専門家と産業医を有する外部機関の活用等を6月 頃までに検討会の報告としてま
とめ、その検討結果を踏まえ、労働政策審議会において議論を開始する。

・労使との調整
・必要な予算の確保

・自殺・うつ病PTの とりまと
め結果を踏まえることが必
要
・成長戦略において、2020
年までの目標を設定する
予定

6

期限(9月 まで    )  数値目標(  ―  )
【精神障害に対する労災補償の在り方の検討】
・精神障害に対する労災補償の在り方について検討を行うため、精神障害事案に関する
業務による心理的負荷に関する調査等を行う。        .

7

期限(9月 まで    )  数値目標(  ―  )
【労働基準監督署の業務改善】
・労働基準監督署の業務改善について、o月 末までに課題・問題点を把握、整理し、9月 末
までに改善策を取りまとめる。

・必要な予算の確保
・効率性の追求と効果のパラ
ンス

8

期限(概算要求時まで ) 数値目標(  ―   )
【事業仕分け結果の予算への反映】
・事業仕分けの評価結果を平成23年度概算要求に適切に反映させることにより、法人向
けの支出縮減を図る。

育成等及びフつの能力向上のための取り組み
内 容 備 考

人材育成・組織
舌性化

・組織横断的な政策課題に対して、プロジェクトチームを設置し、機動的な対応を行う。
・労働基準監督署勤務の経験がない本省労働基準局職員を対象に現場業務を体験させる仕組みを検討する。

実態把握能力

・労働局、労働基準監督署の業務に係る中央監察等を通して、現場の状況の実態把握を行う。
・最低賃金引上げの課題等の調査を行う。(再掲)

・精神障害に対する労災補償の在り方について検討を行うため、精神障害事案に関する業務による心理的負荷に関すそ
調査等を行う。(再掲)

コスト意識・ムダ
排除能力

・事業仕分けの評価結果を平成23年度概算要求に適切に反映させることにより、法人向けの支出縮減を図る。(再掲)

'労働基準監督署の業務改善について、6月 末までに課題・問題点を把握、整理し、9月 末までに改善策を取りまとめる。
(再掲)

コミュニケニショ
ン能力

・労使団体・国民等に対する通知の発出、発表資料、バンフレット等の作成に当たっては、その内容がわかりやすいもの
とならているかをチエックする。
・厚労省ホ‐ムページの充実に努める。

情報公開能力 。多数の労働者等のいのちに影響を及ぼすおそれのある法令違反等が判明した場合には情報の公開を迅速に行う。

制度・業務改善
能力(アフター

サービスの考え
方〕

・労働基準監督署の業務改善について、6月 末までに課題・問題点を把握、整理し、9月 末までに改善策を取りまとめる。
(再掲)

政策マーケティン
グ・検証能力

。最低賃金の引上げ、有期労働契約法制、受動喫煙防止対策、職場のメンタルヘルス対策等に係る政策立案に際して、
実態把握を行い、労使関係者との十分な調整に努める。(再掲)

新政策立案能力
・組織横断的な政策課題に応じてプロジェクトチームを設置し、機動的な対応を行う。(再掲)

・政策立案に当たっては、個々の職員が労使からの声に耳を傾け、国民のための政策を立案することを旨とする。



職業安定局の組織目標

職業安定局のミッション :

【今期(平成22年 4月 ～9月 の半期)の組織目標】
内 容 推 進 す る 上 で の 猥 顕 億 看

1

切限(6月 (9月 )) 数値目標(  ―  )

制度改正】
中長期的な雇用政策の方向性を盛り込んだ雇用政策研究会の報告書をとりまとめるとともに、平成23年度の求職者支援

‖度の創設.雇用保険□庫負担割合1/4への復帰及び障害者権利条約への対応書を図るためのll度見直しについて、
1体的な内容の検討を行う。また、規制改革・地方分権の動きに適切に対応ける。      |

・必要な一般財源の確保
・労働政策審議会での調査審議
・労使、関係省庁等との調整
,内閣府の障がい者制度改革推進
会議における検討状況

2

期限( 9月  )      数値目標(  ―  )

:制 度改正の円滑な施行】
,今通常国会で成立した改正雇用保険法の円滑な施行を図るとともに、国会に提出中の労働者派遣法改正案が成立した
ら合には、円滑な施行を回る観点から.国民への周知広IE、 労使・関係省庁など関係者の口整を行う。

。今通常国会での法案の成立
・労使、関係省庁等との調整

3
期限( 8月  )     数値目根(  ―  )
【雇用保険二事業の見直し】
・ 行政評価・監視で指摘されている雇用保険二事業について、事業仕分けのET薔結果も踏まえ、法人向け支出の見直しや
類似事業の統合など抜本的な見直しを行い。平成23年度概算要求に反映する。

・労使、関係省庁等との調整

4

期限(平成22年 度 )    数値目標 (就職率26%以 上、求人充足準31%以上)

ンヽローワークの職集紹介】                            ´
′ヽ口~ワ ~クの職集紹介について、平成22年度の目標を就職率2696以上・求人充足早31%以 上と設定し.EI回 的に

色捗状況を把握することを通して、目標の遺成に向けた取組を促進する:

・経済状況、雇用失業情勢の動向と
の関係

5

切限(平成22年度末 ) 数値目標 (ハローワークにおけるフリーター等の正規雇用化23万人 )

著者の就職支援】         .
学校や企業を訪問して新卒者の就職を支援する高卒・大卒ジヨプサポーターの活用寄により、厳しい状況にある新規学

1者の就職を支IEする。また,ハローワークにおけるきめ細かな支援等により、平成22年度に23万 人のフリーター等の正規
E用化に取り組む。

。経済状況、雇用失業情勢の動向と
の関係

6

切限(平成22年 度末 )

高齢者の雇用促進】

数値目欄(平成22年度末lF希望者全員が65歳まで働ける企業50%)

いくつになっても働ける社会を実現するため、301人 以上規模の企業、積極的な取組が見込まれる企業を中心に啓発指
事を実施し、平成22年度末までに希望者全員が65歳まで働ける企業を5096と する.

。経済状況、雇用失業情勢の動向と
の関係
・目榎達成の検証方法

7

胡限(平成22年度 ) 数値目標(平成22年度 就職率16%以上 )

障害者の雇用促準】
より多くの障害者の就職希望を実現するため、ハローワークにおける障害者の就職率について、平成22年度の目標を

696以上と諄定し、計画的に進捗状況を把IEすることを通じて、日標の達成に向けた取組を促進する.

・経済状況、雇用失業情勢の動向と
の関係

8

胡限( 9月  )      数値目標 (職員向けメルマガ月1回発行 )

ハローワークのサービス改善】
職業安定局の若手職員等が積極的に現場視察を行う機会を設けるなどにより現場の実贈把燿に努める。本省職員と現

島韓員のコミュニケーションを活性化するため職員向けのメルマガを積極的に活用する。また、ハローワーク利用者の満足
E調査を実施するとともに、ハローワークのサニビス向上の取組みをコンテスト方式で選定し、その普及を図ることなどによ
,ハローワークのサービス改善に勢める。

9

期限( 7月  )
:年休取得の推進】

数値目標(月 1日 以上の年休取得率 60%)

.職員の仕事と生活の田和の取れた働き方を推進し、心身の健康を維持するため、年次有綸体暇の取得を促進し、平成2`

軍4-6月 について、月に1日 以上年次有給休暇を取得した職員の割合を60%以上とする。

・予算業務、国会業務等の業務負
担との関係

人 7つの能力向上のための取り組み
内 容 備 若

人材育成・組織活
性化

・ 雌しい雇用情勢に迅速、適切に対応できる能力を育成するために、労働大学校での研修に加え、局独自の取り組みとして、初めて係長
ボスト、補佐ポストに就いた職員を対象に、係長・補佐としての心構え、都下への指導といつた内容をも含めた「新任係長研修」「新任課長補
佐研修」を実施する:

実態1巴握能力
着手職員等が積極的に現場視察等を行う機会を設け、現場の実態把握に努める。(再掲)

ハローワーク利用者の満足度調査を実施し、ハローワークサービスの実態把握に努める。(再掲)

コスト意識・ムダ排
除能力 雇用保険二事業について、事業の必要性や重複の有無等について徹底的に検証する。

コミュニケーション

能力

有識者を招いての研修会を開催し、能カアップを図る。加えて、コミュニケーション能力等に関する書籍を紹介し、メルマガで送付する。
局内若手職員から構成される「局内モニターチーム」の意見等を踏まえ、ホームページ画面やバンフレット等を改善する。
都道府県労働局ホームペニジに対する満足度(雇用施策関連)を把握し、改善を図る。

情報公開能カ 有識者を招いての研修会を開催し、能カアップを図る。加えて、コミュニケーション能力等に関する書籍を紹介し、メルマガで送付する。

制度・業務改善能
力(アフタ■サービ
スの考え方)

ハローワークにおけるサニビス向上の取り組みをコンテスト方式で選定し、その普及を図る。(再掲)

ハローワーク利用者の満足度調査を実施し、ハローワークサービスの実態1巴握に努める。(再掲)

政策マーケティン
グ・検証能力

・ 労働政策審議会に必要な資料を提出するなど適切に運営し、雇用対策の当事者である労使の十分な議論と合意に基づいて政策を実施
する。
・ ハローワ‐クにおいて、達成に向けて取り組むべき主要な数値目標を定め、PDCAサイクルによる管理を行う。

新政策立案能カ
・ 社会・援肛局と勉強会を開催し、相互の政策の理解を深め、局の所掌にとらわれない政策企画立案能力の向上に努める。
・ 政策立案のプロセス等を学ぶため、局内着手勉強会を開催する。



職業能力開発局の
ミッション:

職業能力開発局の組織目標

O「未来への投資」「ポジティブ・ウェルフェア」の実現に向け、緊急人材育成支援
事業や公共職業訓1練など職業能力開発、ジョブ・カード制度、若者の職業的自立
支援等を積極的に展開

【今期 (平成22年4月 ～9月 の半期)の組織目標】
内 容 推進 する上 での課 題 備 者

期限 (9月まで/年 度末  )数 値目標 (訓練計画数 :15万人、就職率 :600/6)

【緊急人材育成支援事業】
・緊急人材育成支援事業について、平成22年度計画数15万人、就職率60%の達成に向け求人・求職者
ニーズに合致した割1練の設定、多様な訓練機関の開拓、関係機関とハローワークとの連携による就職支
援、事業の周知等の取組を行う。

・求人・求職者ニーズに合致したlli

練の設定
・多様なヨ1練機関の開拓
・事業の周知

2

期限 (9月まで/年度末  ) 数値目標 (副I練It画数:22万人、
就職率:施設内訓練 :80%、 委託訓練:65%)

【公共職集〕‖線〈離職者訓練)】

・公共職葉ヨ‖練(離職者訓練)の平成22年度計画数22万人、就職率(施設内」ll練 :8096、 委託11練 :65%)
の目標達成に向け、求人・求職者ニーズに合致した訓l練の設定、割1練実施機関・ハローワーク等との連携
による就職支援等の取組を実施する。

・求人・求職者ニーズに合致した訓
練の設定
・311練実施機関・ハローワーク等の
連携による就職支援

3

期限( 8月まで  ) 数値目標( ― )
【求職者支援制度】
・求職者支援制度の23年度創設に向け、年末までに職業能力開発分科会で同制度において実施する職業
訓線の内容・実施体制等について検討いただき、中間的な取りまとめを行つた上、23年度概算要求及び組
織・定員要求に反映させる。

必要な予算の確保
組織・定員要求
関係省庁との調整
他審議会との調整

4

期限 (9月まで /年度末  ) 数値目標( ジョブ・カード取得者 25万人 )

【ジョブ・カード制度】
。ジョブ・カード制度の着実な実施を図り、フリーター等の正社員経験の少ない方の正社員化を促進する。ま
た、新成長戦略(基本方針)に盛り込まれた「ジョブ・カード取得者300万 人(2020年 までの目標)」を踏まえて
設定した年度目標である取得者数25万人を達成するため、幅広い層へのジョブ・カードの取得を勧奨する。
。また、成長戦略に盛り込まれた『日本版NVO』 の実現に向けた具体的手法・施策を検討し、平成23年度概
算要求に反映させる。

・必要な予算の確保
・ハローワークにおける取扱いの徹
底

5

期限(9月まで/年度末  ) 数値目標( 延べ来所者数 29万人 )

【ニート等の職業的自立支援】
・新成長戦略(基本方針)に掲げられた「ニート減少」を踏まえ、若者の自立を支援する「地域若者サポート
ステーシヨン事業」について、年度目標である延べ来所者数20万 人の達成に向け、ニート等の若者の実態
把握、教育機関との連携に努めつつ、高校中退者等を重点としたアウトリーチ事業〈新規)を円滑に立ち上
げるとともに、その成果をサポステの利用拡大・就職等実現に結びつける。

・教育委員会や高校の理解・協力
・サポステの実施体制強化

6

期限(  9月 まで  )  数値目標 (月 1日 以上の年休取得率 50%')

【年体取得の推進】
。職員の仕事と生活の調和の取れた働き方を推進し、心身の41t康を維持するため、年次有給体暇の取得を
促進し、月に1日 以上年次有給体暇を取得した職員の割合を50%以上とすること。

・予算業務、国会業務等との関係

【人材育成等及び7つの能力向上のための取り組み】
内 容 備 考

人材育成・組織活
性化

。年次有給休暇の取得を促進し、月に1日 以上年次有給休暇を取得した職員の割合を50%以上とする(再掲)。

・所摯業務、重点課題等について認識・情報の共有化を図り、局全体で課題に取り組むことのできる体制を整える。
・新規採用・新規配属職員等に対して、局内の若手職員が主体となり、局の所掌業務についての勉強会を開催し、所属課室以外
の知識も得られるようにする。
・新規配属職員を中心に、公共職業能力開発施設や、基金訓練を実施している民間教育訓練機関等、職集能力開発施策が運用
されている現場を視察させ、その後の行政運営に生かしていく。

実態把握能力
・職業訓練の訓練設定状況等について、業務統計を迅速にとりまとめるとともに、地域における訓練の実施状況等を適切に把握
し、その後の業務運営に反映させる。
・所管事業の運営実態について、現場の視察等により実地に検証する。

コスト意識・ムダ
排除能力

・予算要求過程において、既存事業の無駄削減の状況を厳しくチエックする。
・定期的に局内全職員に対して意識啓発を行い、無駄削減の意識を徹底させる。

コミュ_ケーション
能力

。新規施策等について、国民に対して積極的に周知広報を行う。
・国民日線に立って通知内容やホームペTジを見直し、解りやすい情報の提供に努める。

情報公開能力
・不適正な事業運営、事務処理等が判明した場合には、早急に情報を共有化した上で、国民に実態を公表するよう、職員の意識
の徹底を図る。

制度・業務改善能力
(アフターサービスの
考え方)

。現行の制度・事業について、現場や利用者の意見を踏まえて不断の見直しを行い、より利用しやすい制度・事業への改善を図
る。

政策マーケティン
グ・検証能力

。「求職者支援制度」の検討に当たり、現行の緊急人材育成支援事業における基金訓l練の実施状況、就職状況等を把握・分析し
た上で、公労使三者構成による労働政策審議会における議論を尽くす。

新政策立案能力
.『 日本版NVQ』など局全体として取り組むことが必要な重要な政策課題について、課室の所摯にとらわれない発想による提案を
摩る。



雇用均等・児童家庭局の
ミッション :

【今期(平成22年4月 ～9月 の半期)の組織目標】

雇用均等口児童家庭局の組織目標

分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策、育児・介EEを行う労働者の仕事と家lEの両立支援対策、パートタイム労働対

の保育、養饉、虐持の防止、ひとり親家庭の自立支l■、児童の健全育成、子ども手当及び母子保健医療

構 推 す ふ 卜で の 霞 額 僣 者

1

期限(6月 中      )数 値目標(  ―  )
【新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築について】
・新たな次世代盲威支援のための包括的・―元的な制度の構築に向けて、子ども。子青て新システム検討会議・作業グ
ループにおける検討などにより、新たな制度について平成22年6月 中を目途に基本的な方向を固める。

・関係省庁との調整
・自治体など関係者との80整

2

期限(8月 中 )数値目編〈  ―  )
【保青所待機児童の解消.児童福祉・母子保健関係施策の推進】

・ 昧 ロ ロ ,げ 憬
`

るとともに、平
るための方策について検討を行い、23年度概算要求に二反映させ

る方策について検討を行い、必ら要な措置を疇ずる。
成22年度の保青、社

関係省庁との調整
自治体など関係者との調整

3

期限(9月 申 )数 値目標(  ―   )
【子ども手当等制度改正の円滑な施行・施行実鮨の把握】
・平成22年度の子ども手当及び国会に提出中の児童扶養手当法改正法案が成立した場合には父子家庭に対する児童
扶養手当について、その施行の実態を把握するとともに、その円滑な施行に向け、適時洒切な情報提供など自治体ヘ
の支l■を4iう _

・関係省庁との調整
・自治体など関係者との調整

4
期限(9月 中 )数 値目標(  ―  )
【平成23年度以降の子ども手当の制度設計】
・平成22年度の子ども手当の実施状況の実態把握を踏まえ、平成23年度以降の子ども手当の制度設計を行う。

関係省庁との38整
自治体など関係者との調整

5

期限(8月 中      )数 値目標(  ―  )
【ワークライフ・ハ

・
ランスの実現に向けた施策の推進】

・改正青児・介肛休業法の円滑な施行など22年度におけるワーク・ラク・ハ・ランスの実現に向けた施策について、関係者に
対する適時適切な助言や11報提供等も行いつつ推進する。施策の推進に際しては、実態の把握に努めるとともに、そ
の結果を踏まえ、利用の低調な項目の廃止や必要な施策の拡充について、23年度概算要求に反映させる.

,関係省庁との調整
関係者(労使等)との調整

6

幌限(8月 中 )数 値日標(  一   )
晟用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策、均等・均価待遇の実現を回るための施策の推進】
女性労働者やパートタイム労働者の公正な待遇、ポジティブアクションによってM宇カープの解消や均等・均衡待通の実現を図るため
D施策など各種労働施策について、関係者に対する遺時適切な助言やi冑組提供等も行いつつ推進する。施策の推進に際しては、実
Eの 10担 に努めるとともに、その結果を踏まえ、利用の低調な項目の廃止や必要な施策の拡充について、23年度概算要求に反映さ

・関係省庁との調整
・関係者(労使等)との調整

7

期限 (9月 中       ) 数値目標 (各職員が少なくとも1回は実施)

【施設等現場の訪問や関係者との意見交換による施策を取り巻く実態の1巴担】
・雇用均等・児童家庭行政を取り巻く現状や実態の把握に資するよう、局所属の職員による施設等現場の訪問や関係
者(関係団体、研究者、当事者、労使等)との意見交換を積極的に実施(局所属の各職員が現場訪間又は意見交換を
少なくとも1回は実施)_

'予算業務、国会業務、法令業
務との兼ね合い

8

期限 (9月 中
数値目標 (10項 目の業務改善事項 )

) (月 1日 以上の年休取得率60%)
(男性の育児休集取得率10%)

【職員が持てる力を最大限発揮できる職場環境の整備・ムグの排除に向けた取組】
・職員の心身の健康を維持し、効率的な業務逮行に資する観点から、管理職は会8曇等における時間のは守、不要不急
な業務指示や時間外の業務指示を行わない、休日出動を命じない、早出・選出勤務の活用等により、職員に過度の負
荷をかけないようにするとともに、職員においても休日出動をしないように心がけるなど自らの心身のIE康管理に留意
する。       ・
・ムダ排除の観点から局で少なくとも,0項目の業務改善を実施するとともに、月に1日 以上年次有給休暇を取得した職
員の割合を60%以上とする。
・局の男性職員の育児休彙取得率を,0%以上とする。

・予算業務、国会業務、法令業
務との兼ね合い

人材育成等及びフつの能力向上のための取り組み
内 容 詰 着

人材育成・組織活
性化

・職員の心身の健康を維持し、効率的な業務遂行に資する観点から、月に1日 以上年次有給休暇を取得した職員の割合を60%以上とする。(再

掲)

莫態把握能力

・雇用均等・児童家庭行政を取り巻く現状や実態の把握に資するよう、局所属の職員による施設等現場の訪問や関係者(関 係団体、研究者、当
事者、労使等)との意見交換を積極的に実施(局所属の各職員が現場訪問又は意見交換を少なくとも1回は実施)。 (再掲)

・法令の施行実態をきめ細かくIE握する観点から、1年又は四半期毎に実施・公表していた均等法、育介法、パニト法及び次世代法に関する労
働局雇用均等室からの業務報告について、平成22年 度からは毎月報告を受けることとする。

コスト意識・ムダ排
除能力

・業務におけるムダを排除し効率的な業務遂行にitする観点から、局で10項目の業務改善を実施。(再掲)

コミュニケーション

能力

・雇用均等・児童家庭行政を取り巻く現状や実態の把握に資するよう、局所属の職員による施設等現場の訪間や関係者(関係団体、研究者:当 事者、労使
等)と の意見交換を積極的に実施(局所属の各職員が現場訪間又は意見交換を少なくとも1回は実施)。 (再掲)

・主として労働局で使用するバンフレット類についての分かりやすき、親しみやすさを検証し、より効果的な制度広報の改善につなげるため、局内でバンフ
レットコンテストを実施する。

情報公開能力 ・制度の見直しやその検討を行うに際しては、HP等を活用し、国民に対しその内容について幅広く周知・広報を行う。

制度・業務改善能
力(アフターサービ
スの考え方)

地域主権戦略との口整を図りつつ、かつ多様な手段での施11奥饉の把握に常に留意しつつ、平成22年度の保育、社会的姜IE.ひとり親家庭対策を含む児童41社関係施重ヤ
■子保健関係施策の推進や、改正育児・介EE休業法の円滑な施1テなど22年度におけるワーク・ライフ・′ヽ

・
ランスの実現に向けた施策、女性労働者やパートタイム労働者の公正な待

目.ボジティブアクションによるM宇力=プの解消や均等・均衡待遇の実現を図るための施策などの各種労働施策について.自 治体等の関係者への適時適切な助言や11組提
共等もイテいつつ推進する。また、実鵬把握の結果を踏まえ、利用の低調な項目の廃止や必要な籠策の拡充について、23年度4E諄要求に反映させる。(再掲)

政策マーケティン
グ‐検証能力

・平成22年度の子ども手当について、その実施状況の実態を把握するとともに、平成23年度以降の子ども手当について、局の内外を問わず幅広
く議論を行い、その制度設計を行う。

新政策立案能力
・新規施策の立案や既存施策の見直しに際しては、省内での議論にとどまらず、省の外部の関係者(関係団体、研究者、当事者、労使等)との
積極的な意見交換の実施により、多様な意見を聞いた上て、その立案につなげる。

8



社会“援護局のミッション:

社会・援護局の組織目標 '

還躍露
=軍

糖響 :等郡蹴踊勝鯖盤
制度改革、③自殺・うつ病対策等、④福祉サービスの基盤整備、⑤戦没者遺族

`戦
傷病者等の援饉を推進

【今期(平成22年 4月 ～9月 の半期)の組織目標】
内容 推進する上での課題 備 考

1

期限(讐
妥蓼望ま?暮著電ξ

数値目標〈備考欄に記載 )

【第二のセーフティネット整備・「新しい公共Jとの協働】・
菫1111翻轟 勝 織 需 概 hfl鶴 1灘輩溜 鱗

蹴 茎勝鴛1副到壁骨
の経続ないし恒久個こ尚けた検討

嚇 3早
立支援鋼 =■ てヽ、研究会劉 世し、夏までを目週 」 新u聡 知 昴 政の協働を通じた新た

‰ 農欝
究会の中間取りまとめ (予 定 )を受け、生活保Eにお

!す

るナショナルミニマムの考え方を明確化

・財政当局との回整
・自治体など関係者

との四整
・企業、NPOな ど関係

者との連携

・住宅手当の支給決定件数
増傾向維持
(22年度は対前半期 )

・総合支援資金貸付の貸付決
定件敗
H23年 度末まてに10万件に
向け、22年 度は対前半期比
増

2

期限(0遅くとも25年 8月 、
②22年度)

数値目標(備考欄に記載 )

【|1害者制度改革】
・少子高齢社会の日本モデルの構築に向けて、|1害者が当たり前に地域で暮らし、地域の一員としてともに生活できる社

§i群鍮:EEttr撃〔籐織零辮需庁[麿】‐推進亀
・様々な意見があり

十分なll整 が必要
・財源の確保

'自 治体など関係者
との連携

・入所施設からの移行者数
21万 人 (H23年度末まで)

・グルーフ
・
ホーム・ケアホーム利用者敷

H23年 度末までに83万 人に
向け、22年度束までに68万
人

3

既限
帽踊罵歌″露』鰭留r 数値日標(― )

【自殺・うつ病対策等】
・自殺者数を減少させるため、自殺・うつ病等対策プロジiク トチームでの検討を踏まえ、自殺・うつ病等対策を推進する。
・精神保健医療の発案を図る観点から、その改革の具体像を示すため、現場で先駆的な取組をしている関係者等からな
見を聞きながら、夏までを目途に検討を進める。

自殺対策について
は、省内外の取組
と連携を回りながら
進める必要

4

明限(ワ

1犠月
途、②～④  数値目標(備考欄に記1)  ~

1福祉サービスの基盤整備】

::脚職薇聯封l:螢識議量鑑欝貯腎鋼騰嚇
ホ~ム等の

②CPAttEE福 祉士候補者の国家資格取得の支援策の拡充
③グループホーム・ケアホーム等の適切な整備
④ケースワーカー(交付税措置要望)、 就労支援員の増員(予 算措置)など福祉事務所の体11整備

・介肛関係者との回
整

・肪問先受入施設の

確保
・自治体など関係者

との連携
・財政当局との調整

・グルーフホーム・ケ7ホーム利用者数
H23年 度末までに30万 人に
向け、22年度末まてに6o万
人

5

期限
限翌虜卑R;月

、22年度、 数値目標 (備考欄に尋載 )

【戦没者遺族、戦傷病者等の援EE】・
等

:暑1畿鸞螢嘉品諄諄よ畿農t泄翌寵競臨 濯雲誓眠警雷翼響詈摯冒雰留諄収集事業"
Qよ卿 ふ掌3緯書馨皇革儀集曇隼1魏育

ととに資料の国立公文書館へ嗜欝につい
③「撃傷病者等の妻に対する特別給付金」の対象者に係る基準日の変更について、方針を検討

・フィリビンについて、
比政府とめ協80、

焼骨施設等の確保
・H23が 戦傷病者妻

特給法改正の時期
・31求勧奨対策

・フィリピン通骨収集
3千柱 (H22年 度上半期 )

・日立公文書館への文書移管
(H23年度開始 )

人材育成等及び7つの能力向上のための取り組み
内容 備 者

全槽
育成・組織活

。4月 、5月を集中ウォッチ月間とし、局内の若手を中心に、現場視察・意見交換を行うとともに、そのレポートを作成さ
せる。

・定期的に外部講師を招いての勉強会を開催するとともに、ナショナルミニマム研究会等の省内の審議会・研究会等
について若手に積極的に傍聴させる。

・業務の効率化を図り、超過勤務時間を縮減すること等により、職員の健康管理を推進する。      |

実態把握能力

。4月 、5月を集中ウォッチ月間とし、局の懸案事項をテーマとして現場視察・意見交換を行う。
・生活保護の主要な運用改正等に当たっては、事前に主要な自治体からの意見聴取、全国会議等での周知などを
通じて、相互コミュニケーションを図り、実態を把握する。

コスト意識・ムダ排
除能力

ムダ排除に努めるため、用紙の使用量の削減等に取り組む。
制度の中に潜むムダについてもメスを入れる観点から、次の取組を行う。
①生活保護の医療扶助のレセプト点検について、平成22年度中に全自治体で実施
②無料低額宿泊施設等の在り方を検討し、その適正な運営に向けた新たな取組を夏を目途に取りまとめ

コミュニケーション
籠カ

・
::亀野

粘 制 幣 躍 謂当″ど締 鶴 轟 膿繁奨賢1縦語
・
霊[署詳塁肇露雪野     [嵩朧 電纏写着Fな

自r体からのマ見聴取、全国含議等で?周知などを

青報公開能力 ・重要な資料を公表したり、重要な通知を発出した場合、当日中遅くとも翌勤務日に、ホームページに掲載する。

制度・業務改善能
力(アフターサ‐―ビ
スの考え方)

・生活者(利用者)の車場に立つ制度・業務になつているかを確認したり、制度等の使い勝手について現場の声を聞く
ため、「国民の皆様の声」、全国会議、プロック会議、集中ウォッチ月間における現場視察 :意見交換等を通じて、国
民や自治体・関係者の制度・業務改善に関する意見を吸い上げ、改善につなげる。

・局内に設置した業務改善検討チームにおいて、改善事項の進捗把握と実施の促進を図る。

政策マーケティン
グ・検証能力

・より詳細な生活保護動向の分析を行い、保護の適正化対策の推進及び政策の企画立案に活用するため、「生活保
護業務デ=タシステムJを整備する。

新政策立案能力

・既存の縦割りにとらわれず、老健局と連携した今後の介護人材の養成の在り方に関する検討会の開催、医政局・
老健局と連携した介護職員等の医療行為についての検討等の取組を進める。

・職業安定局と勉強会を開催し、相互の政策の理解を深めざ局の所掌にとらわれない政策企画立案能力の向上に努
める。

ｎ
ｖ



老健局のミッション :

老健局の組織目標
、持犠司

》プロダクティブエイジングの考え方の下、介肛状態になつても住まいを継続し、自己能力の活用を回りつつ、高齢者が
地域ていきいきと暮らしていける社会を構築

【今期(平成22年4月 ～9月 の半期)の組織目標】
内 容 推 進 す る上 で の 農 顕 信 者

1

期限(平成22年 6月 )    数値目標〈  ―  )

【世界に誇る少子高齢社会の日本モデルの構築】
・2025年 の介饉の姿を見据えつつ、次期制度改正に向けて、省内の饉鯰を行い、介饉ビジョ
ンを策定する。
・国民の方からの介藤保険制度に関する意見等を収集するとともに、介額事業者等の事務
負担の軽減についても可能なものから実施する.

・必要な財源の確保
・国民の納得と理解
・与野党の制度改正へのスタンス
・関係省庁との調整

2

期限(平成22年 9月 )    数値目標〈申請率:90%)

【ポジティプ。ウェルフエアの推進】
・介護分野における雇用創出を回るため、介肛職員の人材確保や処遇改善について、職業
安定局や社会・援護局と連携して取り組む。
・処遇改善交付金の申請率向上に取り組むとともに、3月 末時点の申請率を早急に把握して
公表する。
・申請を行わない事業者について原因究明を行うとともに、介肛職員の人数ベースで申請状
況を推計する手法を検討する。
。22年度からのキャリアアップ要件の周知等を図り、10月からの円滑な導入を進める。

事業者の規模、経営理念などをど
考えるか

3

期限(平 成22年度)     数値目標(23年 度までに:6万床の整備)

【利用者の立場に立つた制度構築】                 :
高齢者が自らの希望に応じて介置を受けることができるよう施設整備を進める。
・介護基盤の緊急整備について、21年度の整備状況を早急に把握する。この結果を踏まえ
つつ、22年度については、23年度までに16万床整備できるよう都道府県との連携を図る。
・国土交通省と連携して、高齢者ケア付き住宅の整備を進める。
・グループホーム等の火災事故を踏まえ、介証施設等における防災体制の強化について検
討する。

市町村、都道府県の整備方針、財
政状況が異なるため、国の目標に
どこまで協力できるか

4

期限(平成22年 9月 )    数値目標〈ニーズ把握 :50カ 所)      .

【自助・共助・公助の適切な組合せ】
自助・共助・公助を適切に組み合わせた介護保険制度を構築する。その際、介護において

「新たな公共」の考え方を導入し、見守り等生活支援サ
=ビ

スの充実を図る。具体的には、
・地域の日常生活田域におけるニーズ把握のモデル事業を実施し、その上で、必要な地域
のサービス提供が可能となるような事業を実施する。
・ニーズの把握を踏まえた介護予防事業の新たな取組を実施する。

地域毎に取組方が異なるのでどう
評価するか

5

期限(平成22年 9月 )    数値目標(  ―  )

【医療・介証一体改革】
医療。介肛の一体的改革に向けた一定の道筋をつける。具体的には、
・療養病床再編の実態調査を行い、夏までに結果をまとめ、その結果を基に療養病床の見
直しの方向性を議論して方針を固める。
・介証職員等の医療行為〈痰の吸引や経管栄養)について、特養において看護師と連携して
実施することを円滑に進めるとともに、更なる措置について検討する。
・24時間巡回型の訪問介肛・看証の体tl整備を推進する。
・介証の質を評価する仕組みについて検討する。

・法制度上の整理
・安全を担保する手法(十分な研修
の確保など)

・関係団体との調整     ｀

・国民の納得と理解
・関係省庁との調整

人 成等及び7つの 力向上のための 】
内 容 備 考

人材育成・組織活
性化

。新入研修の実施や昼食時等を活用した有識者との意見交換を行う等、局内の人材育成を図る。また、個人単位で退庁時間を
管理するなど残業時間の適工管理を行う。さらに、残業が深夜まで及んだ場合の対応を検討。

実態1巴握能力 。現場との意見交換会、現場への訪問・体験を積極的に実施する。また、国民の方からの介護保険制度に関する意見等を収集する。

コスト意識・ムダ排
除能力

・介証保険制度の見直uこ当たり、無駄や不正を排除していく。また、介護給付31tの適正化についても推進していく。

コミュニケーション
能力

・ホームページを国民にわかりやすくする見直しを進めるとともに、現場との意見交換会、現場への訪問・体験を積極的に実施し
て、現場からの意見を収集する。

情報公開能力
・危機・事故等が発生した際には、速や力ヽこ政策調整員や広報委員と情報公開について相談して対応する体制を1散底する。ま
た、昨今の介護施設の火災を踏まえ、火災発生時の情報収集。初動対応のマニュアルを作成する。

制度。業務改善能
力(アフターサービ
スの考え方)

・介護に関する事務負担の軽減についての意見募集の結果について検討を重ね、事務負担の軽減を可能な限り早期に実施す
る。(再掲)

政策マーケティン
グ:検証能力 濯霊争1離霙磐よ議 3麿鏑 瞭墓翻 器課1盟製艦 霜ξ遭「

編σ鴻健態調査を行

断政策立案能力

・既存の縦割りにとらわれない、課横断、局横断、省横断の取組を進める。具体的には、
・国土交通省と連携した共同での住まいと地域包括ケアに関する施策の検討会の開催
・医政局・保険局・老健局での医療・介護改革調整会議の開催
。社会・援護局と医政局と連携した介証職員等の医療行為についての検討
・社会・援証局と連携した介II福祉士についての検討会の開催
を進める。



【今期 (平成22年4月 ～9月 の半期)の組織目標】
内 容 推 進 す る上 で の 艘 顕 備 考

1

期限 (夏まで、来年の通常国会 数値目標 (中間取りまとめ、関連法
まで)           案の提出 )

【高齢者医療制度廃止後の新たな制度の構築】
・平成25年 4月 に新たな高齢者医療制度に移行するため、政務三役の指示の下、
本年夏を目途に新たな制度の基本的な方向を取りまとめ、意ll口査や地方公聴会
を行つた上で、年内に最終的に取りまとめて、関連法案を来年の通常国会に提出す
る。

関係者との調整
与野党の制度改正へのスタンス
必要な財源の確保
国民の理解と納得

2

明限 (― )       .数 値 目様 (― )

1医療と介饉の融合的改革のための診療IR酬の検3f】

介IEと医療の融合的改革のため.介 IE報酬と診療IE酬の同時改定に向けた検81
中を進める。

・関係者との調整

「医療t介護に
関する国民会
議 (仮 称)」 の議
論等を踏まえ
る。

3

鶴限 (年内 )        数値 目標 (H23予算 案 へ の 反 映 )

宙額薇養費のあり方の検討】
高8E薇 養費のあり方について、政務

=役
の指示の下、5月 を目途に医療保険部会

D"綸を開始し、改正案の選択1支を整理した上で、予算編成過程で検討を行い、
123予 算案に必要な反映を行う。

患者の方の意見の反映
関係者との調整
必要な財源の確保

4

期限(年 内)
数値目標(年内に方針をまとめる、可
能なものは改革に着手)

【審査支払機関の在り方の検tt】

霧l理辮般臨 L霊韓性撚 獣、11関曽
メ■巡

・関係者との調整

5

明限 (年 内 )        数 値 目標 (H23予算へ の 反 映 )

1出産育児
=時

金の検討】
出産青児二時金制度に関する機論の場を設:す 、直接支払制度の現状・課題や、制
菫の在り方について検討し、23年 度以降の制度に反映させる。

妊婦の方の意見の反映
関係者との調整
必要な財源の確保

6

期限(H23予算概算要求) 数値目標 (H23概算要求への反映 )

【□保組合への国鷹補助のあり方検討】
国民健康保険組合に対する国庫1自助のうち「1寺 別口整補助金Jに ついて、各国保
糧合の財政力等を十分に精査した上で、政務三役の指ボの下、そのあり方を検討し
て、平成23年度予算の概算要求に反映する.

・関係者との調整

保険局のミッシヨン :

保険局の組織目標

保障するための安定的・効率的で信頼される医療保険制度の構築

11

人 成 7つの能力向上のための取り組み
内 容 備 考

人材育成・組織活
性化 辮 葵1:康を基嶽 まil凛 3輝 驚宅れ 、場合も、関心や意見を有する局内の者が参加できるよ引こ

し、議論の活性化などを図る。

実態把握能力

・局内の一人ひとりが、自分の担当業務等に関する現場の方(少なくとも3名程度)と の人脈を持つよう努力し、実態を
踏まえた独善によらない立案などができるようにする(「人材育成・組織活性化」の①の再掲)

・実態を把握するため、局内職員に現地視察を奨励する(常時)

・高額療養費については、患者負担の実態を十分に1巴握した上で、その在り方を検討する(再掲)

コスト意識・ムダ排
除能力

・国保組合への特別調整補助金について、各組合の財政力等を十分に精査した上で在り方を検討する(再掲、概算要
求まで)

」袴
発医薬品?使用 、Кすりのもれ すヽ詢 、噛 正物 について、保険者

な
らの周知を推進する●月中

=通
知奮発

・局内の補助金について、その必要性、重複・類似のものはないか、迂回補助となっていないかなどについて検証し、予
算編成に反映させる(概算要求まで)

。「厚生労働省における行政経費の節約に向けた取組」の徹底 (審議会等の資料の両面印刷。局内検討資料の両面。

集約印刷の徹底など)

コミュニケーション
能力

・国民や地方公共団体等への通知やお知らせ等について、誰が読んでもわかりやすい表現となつているか、担当課及
び総務課と2重の体制により、常時点検する。
・新たな高齢者医療制度の検討に際し、意識調査や公聴会を通じて、中間取りまとめの内容を国民にわかりやすく伝え
る(再掲。本年夏以降を目途)。

晴報公開能力 国民のいのちや財産に影響を与える情報や不祥事について、速やかに政務三役に報告し、公表する(常時)。

制度・業務改善能
力(アフタ=サ

ービ
スの考え方)

'今般の診療報酬改定において寄せられた意見、苦情等を集約し、必要なものは改定の検証作業につなげる(本年度
中に結果速報の報告)。

政策マーケティン
グ・検証能力

新たな高齢者医療制度については、省の目標中の「10原則Jこ沿つた検討を進める(再掲。本年末にとり

'と

あ)。

新政策立案能力
,新たな高齢者医療制度の構築については、被用者、国保などの制度に幅広く関係するものであり、検討に当たって
ま、柔軟で幅広い検討を行うようにする(再掲。本年末に取りまとめ)。



年金局のミッション :

【今期(平成22年 4月 ～9月 の半

9月 まで  ,

年金局の組織目標

数饉日精(  ―

■・■外国の情報収棠】

=つ
いて、スペ また、イタリアとの回ても

を進める。併せて.スイス.プラジル等との間で協定署名に向けた,

情報収築・整IE・ 分析を行い.22年度中に主要口の●lltについて

9月 まで  ) 致饉目据(中 10計口・平成22年度計口記餞の各ll目 露)

年金記録lal口 への取組】
年金記録lm題の早構解決に向け.「 年金記録■l題への対応の実施計口(工 12表 )」 に||げる各11取 組の地移状況を通切にIEE・ 管理す
ヒともに,日本年金根11に 対して必要な支IE、 指導・監督を行う。

9月 まで  )

:集務改■とヨスト湖誠への取組】
・ 局内の消耗品費を前年同期比で,al‖ 誠する(具体的なHI誠 方策を年金属来務改善螢員会において、4月 中にまとめ、5月 から実施す

).

市威■■び7つの籠力向上のための取り組み】

・ 局肉鳳員の1人 当たり超過勤務時i‖を1月 60時lal以 内にすることを目指し、平均施錠時期を,年田lH比で30分短縮する..毎日の■務延抄管理を徹底し、また.栞 務を効率的かつ迅速に実施するため、毎朝、鰈
=ま

たはグループ単位によるキックオフミーティン
グを行うことの定着。7ACを回る。

9月 までに30人以上の着手車rlを年金V・ 場所等における年金相観など実地研修に,加させる.

しめの方気の具体化を回るため、日瞭年金工務にlilnし た躍員■咸に優る■本方針を4月 中にとりまとめ、9月 までに人1:配賞.研修

け回に■め、9月 までに30人 以上の着手IPA員 を年全事務所年における年金相櫻などに同席させる実地研修に,加させる.

それらを活用した施■の改善につぃて検討の上、可籠なものから実施する。このため、国民の声を活用し、

“

It・ 業務改著に反映させるための

.曜 flの知‖洒姜を回る.

の工夫を行うととtlに ."||は ll極的に奨励する。

卜分に踏まえ、企日立案の●考とするとともに、運用改善を回る。
するために、福祉医織繊‖が実施するアンケート等の内容について、9月 までに詢略する。

する局内研修金攀 月までに2回以上lnleFする。

螺躙 淵樋諄:期麟鵡田部認翻認湯第謝釧聯翻樹r
,改善を口るための検討を■めることとし、平成20年度以降のお■年金の口Ft負担釧舎を2分の1とするため

年央.0月 まで  )数 籠目IS(  ―   )

、年食積立金の菫用の在り方の検討を行い、年央まで

全案年全‖底理曽の改善】
全■年全における年金記録・未鵬求倒ロヘの対簿について、各基金の年全

=餘
突き合わせの奏施状況尋を四半期に―底le饉 (今 半脇

:おいては1月 末の状況を取りまとめ,するとともに、未鱗求告数の状況等

“

月までにIEEする。その上で、さらなる権遺方無を検8fし、願

鰍
繁舎l■ 4L、 菫

琴
拠出年金のHE運営ルールの明確4L● .関係者の一 ズ・■

'拙
まえ

,あ要な予算の薔保
日本年金機構との連携

・案餞把燿.連じ宙理

ストt暉・ムダ絆

,年金局のホームベージの改善J同時行い、国民に分かりやすく、利用しやすい情報提供を回る。その際、メディアlll係 や広告来界など外部有鷹者からや厚労名モニター、年金姜員からの
は見聴取を行い。活用する。
.コミュニケーションや広報にlHlす る外|1有‖書を招き、広颯・情颯発信にlllす る局内研修会を9月 までに2回以上冊価する。

,年金属のホームベージの改善を腱時行い.国 民に分かりやすく、利用しやすいIn颯提供を図るしその際、メディア側僚や広告菜界など外部有搬書からや厚労省モニター、年金晏員からの
憲見摯取を行い.活用する。

ヨユ ニケーションや広報に関する外部有鷹■を招き、広■・情報発信に関する島内研修会を9月 までに2回以上側籠する.

毎遭とりまとめられる「口民の声Jを分析し、それらを活用した施気の改笞について検討の上、可籠なものから実施する。このため、国民の声を活用し、鶴度・■務改善に反映させるための

改善市■の■惨絶饉と実施の促遣を回る.その上で、6月 までに改善lt国の必要な見直し・発案を回る。

毎週とりまとめられる「口民の声Jを分析し、それらを活用した施気の改善について検討の上、可能なものから実施する。このためt国 民の声を活用し、

"度
・■務改善に反崚させるための

コセスづくりま 月中に行う.

る場」こおいてお客様からの生の声をお何いすること年を通し、過去の年金記録に娯り等が生した育景狐 口について検Lするととも
)防止に活用する。
・審査等の商彙舎理化、覆定拠出年金の

“

肛運営ルールの明薔化等、関係者のニーズ・工Tを踏まえて検討し.9月 までに縮愉を得て、日次実施する.

1=別法人機の取撮い等、来年度税]改正■・rについて、関係者のニーズを十分に把饉し、それらを踏まえて検討し、要望案を作成する。
国民の年金積立金の運用に対するtllを 把饉するための硼書の実施に向けて、硼査設計を行う。

着手軍ftと 局幹御が年金行政の在り方について率菫な意見交換を行うuFl会を少なくとも月に2慶 以上un償する。
年金行政とは翼なる分野 (産 業界.学術界等)の有臓者や―PA市民の方々(年金受綸者・被保険書・雷年者)を局にtaき 、行政施策の企日立案の新たな観点を得るための■見交換会を9
まで|=2日 以上開僣する。

●
‘



政策統括官(社会保障担当)の組織目標

政策統括官(社会保障担当)

のミッション:

0社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立
子高齢社会への総合的な対応に関す

所拿事務に関する政策の評価

【今期 (平成22年 4月 ～9月 の半期)の組織目標】
囚 否 備 者

1

期限 ( 6月 まで    ) 数値目標(  一    )

【少子高齢社会の日本モデルの取りまとめ】
。世界に誇れる「少子高齢社会の日本モデル」を6月 までにとりまとめる。

・新成長戦略、中期財政フレーム、平成23年

度予算との関係

2

期限 (6月 までに中間的にとりまとめ)数 値目標(   一    )
【ナショナルミニマム研究会における中間的な考え方の整理】
・ナショナルミニマム研究会において、ナショナルミニマムの基準の検討を行い、6
月までに格差の経済的損失等に関する作業チームの中間報告も含め、中間的な
姜
=十

め腱理,得ら

・関連諸制度や予算編成との関係
・格差の経済損失の推計には一定の時間
が必要

3

期限( 6月まで     )数 値目標(   ―    )
【厚生労働行政における成長戦略の在り方の検討】
・6月 (5月 に線上げとなる可能性あり)までに取りまとめられる予定の政府の新成
長戦略のとりまとめに併せ、厚生労働行政における成長戦略のあり方を検討し、新
成長戦略に盛り込む。

社会保障と経済成長の関係の整理
「少子高齢社会の日本モデルJとの関係
関係省庁との連携

4

期限 (5月頃を目途に中間取りまとめ)数 値 目標 (    一    )

【社会保障に関する番号制度の在り方】
・政府の社会保障・税に関わる番号制度に関する検討に併せ、社会保障に関する
番号制度のあり方を検討する。

利用する分野・番号などの特定
個人情報を保肛する仕組みの構築
奥務上の課題

5

期限 (7/1に 室を設置する) 数値目標(  一     )
【アフターサービス室設置と厚生労働行政におけるPDCAサイクルの定清】
・アフターサービス室を7月 に設置し、厚生労働行政全体について、生活者(利用
者)の立場に立って制度・業務を不断に見直すPDCAサイクルの定清を図る。
具体的には、①性秀な人材の確保に向けて、業務内容・動務内容を検討し、公募

期間を十分に取る等工夫した上て、4-5月 に公募を実施する。②5-6月 には、公
平。中立に選任作業を進める。③7月 以降は、アフターサービス室の活動が国民目

・優秀な人材の確保
。現場(地方自治体、民間法人等)や担当部
局との連携(目 的意燎を共有し、明るく前向
きなコミュニケーションが必須)

・施策の見直しにつながる調査・分析の実施

｀
6

期限 (6月 まで)       数値日標 (  一      )
【厚生労|lj白 書の執筆】
,国民の皆様の関心事項を中心に、分かりやすい厚生労働白書を執筆し、閣議報
告する。

(全体を通じて)記述内容が多岐にわたる
bく 、専門性ゆえのわかりにくさに陥ることな
(、 分かりやすく明確に記述することが必要

人材 育 成等及びフつの能 力向上 のための取 り組み
内 容 備 者

人材育成。組織活
性化

・厚生労働行政を幅広く俯鳳できる立場を生かし、省内の縦割りを排し、常に生活者 (利用者)の視点に立つ
た政策を企画できる人材を養成する
。全員参加のミーティング(朝礼)を毎週開催
。省内全職員の人材育成に資するよう統社として適宜、図書の推薦等を行う。(月 に1回程度、コメント付きで
お勧め図書を紹介する等 )

実態把握能力

・貧困の実態を明らかにする第1歩として、国際比較可能な相対的貧困率を公表したところ。引き続き、ナ
ショナルミニマム研究会等の場を通じて、貧困の実態の把握に努める。
・成長戦略に盛り込むべき施策。事業の検討に当たり、未来投資PTにおいて現場第一線で活躍されている
方を含めた外部有識者ヒアリングを行つたところ。引き続き現場のニーズを把握した施策づくりに努める。

コスト意識・ムダ緋
除能力

・社会保障と税に関わる番号制度の検討において、国民の利便性向上とともに、現在よりも正確な所得情
報に基づく適正な給付の実現や社会保障給付間の併給調整事務の効率化など行政コストの肖1減の視点に
も留意する:

コミュニケーション

能力

。「少子高齢社会の日本モデル」を策定し、国民と共有することで、そのために必要となる財源への理解も得
ていく。国民に具体的なイメージが湧くように、「近未来の社会の姿」を物語として示すとともに、モデル的な
自治体の取組みを紹介する。
・全員参加のミーティング(朝礼)を毎週開催

情報公開能力

・国民に厚生労働省の政策についての情報が効果的に伝わるような評価書の作成に向けて原局を支援す
る。評価書の公表時には、視覚的な読みやすさや―覧性にも留意するとともに、HP掲載にあたっては、厚
生労働行政の専門家ではない国民の方でも検索しやすいような工夫を行う。
・厚生労働行政を分かりやすく伝え、かつ国民の皆様に親しみを持つてもらうために、厚生労働白書に「10
0人で見た日本J、「日本の1日 」等の資料を掲載する。

制度・業務改善能
力(アフターサ‐ビ
スの考え方)

・アフターサービス室を7月 に設置し、厚生労働行政全体について、生活者(利用者)の立場に立って制度・
業務を不断に見直すPDCAサイクルの定着を図る。(再掲)

・政策評価の担当部局として、各局において適切な評価、評価結果の政策への反映が行われ、PDCAサイ
クルが円滑に機能するよう、原局を支援する。

政策マーケティン
グ・検証能力

・ナショナルミニマム研究会において、格差の経済的損失、費用対効果等について研究する。
・本年度に実施する政策評価からtHPにおいて、政策評価の方法や評価結果に関するご意見を随時メー
ルで受け付けることとし、政策評価の運営の改善や施策の改善へ結び付ける。

新政策立案能力
・社会保障の総合的な企画立案を行う部署として、「少子高齢社会における日本モデルJやナショナルミユマ
ムの基準を策定し、各部局の施策づくりの出発点としてもらう。



政策統括官(労働担当)

のミッション :

政策統括官(労働担当)の組織目標

○総合的な労働政策の策定t労働経済の総合的な分析、労使関係の安定

困 谷 構 造 す る 上 で の 理 顕 備 者

1

期限(5～ 6月 日途   )  数値目標(   ―   )
:就業率の向上とディーセントワークの実現に向けた労働政策の戦略的な実
施体制の確立】
'新成長戦略の「雇用・人材戦略Jが実効あるものとなるよう取りまとめるとと
しに、PDCAに基づく労働政策の実施体制を確立する。

・新成長戦略の取組と整合的な取組を
行うため、内閣府、国家戦略室等関係政
府部局、労使団体とのきめ細かな調整
が必要。

。PDCAサイクル体制の確立に向
け、5～ 6月 を目途に労働政策審
le会 の下に点検評価部会を立ち
上げることとしている。

2
期 限 (   Ё月    )    

琵 暑 FtttrTs-1へ Tン
アクセス舒

■

前年

【平成22年版労働経済の分析(労働経済白書)の取りまとめ、公表】
・平成22年版労働経済の分析(労働経済白書)を取りまとめ、公表する。

・労使の主要関心事項に対し、統計的・
計量的な分析を提供する。

・広報については、年度後半にも
積極的に行う。

3

期限( 9月まで  )   
婁賃尻督腑

定める4～ 9月 の電力消

【省内の温暖化対策】
・C02削減数値目標(平成13年度比13.296減 )の達成のため、電力消費量を
目標に従つて削減する。

・当該目標達成のため、毎月、組織・施
設ごとの進捗状況を把握・検証する。
・なお、20年度のC02の 排出実績は13年

度比81■増。C02の 削減に関しては、厚
生労働省の組織を挙げての電力消費の
削減に加え、電力会社によるC02排出
原単位の引き下げが不可欠.

●z22F反 のC02薔出鳳早肛ほ日
標期間中には算出されず、また、
当省において関与できるもので
はないことから、電力消費量を目
標とした。
・22年度の電力消費量の日標は
20年度比田 %減としており、これ
に基づく組織・施設ごと月別目標
備ふ讐中山

4

期限( 9月まで   )  数値目標く   ―    )
【労使関係の安定に向けた的確な取組】
。政府と連合との会談(トップ会談、定期協議等)の 的確な連絡調整。労働組
合の大会や経営者団体の総会で決定された運動方針=活動方針の基本的
考え方を把握し、これを関係部局に提供する。

・連合、日本経団連をはじめとする労使
団体との綿密な連絡調整を日常的に行
うことが必要。    :

5

期限( 9月まで   )  る、男性育休・育児参加休暇原則必ず
取得)

【政策統括官(労働担当)部門内の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・パラン
ス)の 取組】
・業務の進め方の改善・効率化策を4月 前半に策定し、職員の平均退庁時
間を前年同期比で10分程度早めるとともに、該当する男性職員は育児休
業・育児参加休暇を原則必ず取得する。

・予算業務、国会業務、各種計画等策定
業務等の業務負担の平準化など業務執
行体制の確保。
・実施状況の毎月のフォローアツプによ
る目標管理と着実な推進。

・数値目標は年間の目標とする
が、上半期終了時に中間評価を
実施する。

6

期限( 9月まで  )  数値目標 (年間3%の庁費節減 )

【業務効率化に向けた取組】
・業務執行の効率化や冗費の削減により、政策統括官(労働担当)内の事
務・事業の執行に要する経費(庁費)について、対平成22年度予算額の3%
節減するよう取り組む。

。実施状況の毎月のフォローアップによ
る目標管理と着実な推進。

・数値目標は年間の目標とする
が、上半期終了時に中間評価を
実施する。

ι

内 容 備 考

人材育成・組織活
性化

・政策統括官(労働担当)部門内の職員の実態把握能力向上に向けた積極的な現場視察の取組(ハローワークなどの
第一線機関、企業等)

・労働現場の実態や労働政策の運用に精通しているJ:LPT(労働政策研究:研修機構)研究員と厚労省の若手。中堅
職員とで、現場の声、施策の運用実態、政策効果、改善すべき点等について、議論・意見交換を実施

騎  『

題、労使関係に
,い

ての知識を研鑽、本有す
,た

め、業務に応した必要
,研

修、情報共有化のための会議を・「省からの「嬌り」の一掃」の観
点からも重要な取組。
・現場視察の取組については、
第一線機関を所管している関係
部局の協力を要請。

実態把握能力

・政策統括官(労働担当)部門内の職員の実態把握能力向上に向けた積極的な現場視察の取組(バローワークなどの
第‐線機関、企業等)

魃 蔭梶 ξ3慇野 窪灘 梱 鶏 膜 l留野 埋 摺 彗 lζ恐響 籠撃理習覧震最響罠鷺声
あ着手。中堅

・労使の意見を把握し、政策に反映 (労働政策審議会をはじめ、労使団体との日常的なコミュニケーションによる労使
の意見の把握に努める)

コスト意識・ムダ排
除能力

・政策統括官(労働担当)部 F]内 のC02削減の取組(昼休みの消灯、両面、モノクロコピーの徹底、超勤の削減等につ
いて、日標数値を設定して取り組む)

・業務執行の効率化や冗費の削減により、政策統括官(労働担当)内の事務。事業の執行に要する経費(庁費)につい
て、対平成22年度予算額の3%節減(再掲)

コミュニケーション
能力

・HP等による分かりやすい情報提供 (厚生労働省のHPにおける政策統括官(労働担当)のサイHまもとより、労働政策
全般において分かりやすい情報を提供するため、厚生労働行政モニターのご意見などを参考にしつつ、HPの掲載情
報の内容や掲載方法を不断に見直す)

。労使団体とのコミュニケーションにあたり、新規配属者や着手職員に上司が同行する等、きめ細かな01T研修を実施

・HP等による情報提供について
は、関係部局における積極的な
取組及び関係部局との緊密な連
携が必要。

情報公開能力
・HP等を活用した積極的な広報、情報公開(国民に有益な情報について、積極的に広報、情報公開を行う。特に、問い
合わせが多い事項が発生した場合には、HP上で情報提供を行う)

・情報開示請求に的確に対応できるよう、日常的な文書の整理、管理の徹底及び定期点検等を実施

制度・業務改善能
力(アフターサービ
スの考え方)

。「国民の皆様の声Jに基づく業務改善(政策統括官(労働担当)に寄せられた「国民の皆様の声Jについて、職員間で
情報を共有、分析し(定例会議で配布)、 業務の改善につなげる)

・労使団体の意見の政策への反映 (労使団体とのコミュニケーションを通じて各団体の考えを的確に把握し、関係政策

瑶晶轟昌轟装爆協L当 )部門内着手職員による業務改善の取組の推進(着手職員により業務改善のチームを編成、
検討し、検討結果を業務改善に反映させる取組を行う)

。人材育成・組織活性化のため
の取組は、本能力の向上にも資
する。

政策マーケティン
グ・検肛能力 ヽ

・労使の意見を把握し、政策に反映(労働政策審議会をはじめ、労使団体との日常的なコミュニケーションによる労使
の意見の把握に努め、労働政策の企画:立案に反映させるとともに、5～ 6月 日途で設置予定の点検評価部会によ
り、的確な点検評価を行う)

淵願鼈 L螺
する。

断政策立案能力
・職員の政策立案能力の向上のため、労働現場の実態把握の取組、労使団体とのコミュ■ケーシヨンによる労使の意
見の把握、労働経済の分析、JILPTの研究成果の勉強会の活用、」:LPTと の議論・意見交換などを体系的に実施

。人材育成・組織活性化のため
の取組は、本能力の向上にも資
する。
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